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1. サウンディング調査の実施目的 

高槻市（以下「市」という。）では、市南部にある川添地区において、令和６年

３月に策定した「（仮称）地域共生ステーション整備基本計画」に基づき、高槻市

版の地域共生社会モデルの整備を進めているところです。 

本調査は、本事業の官民連携手法として PPP 事業を導入するにあたり、多くの民

間事業者の方に事業参画いただける事業条件等を把握することを目的として実施す

るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

航空写真出典：国土地理院撮影の空中写真（2021 年撮影） 

図 整備予定地の位置と周辺施設の状況  

大阪府 

高槻市 
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2. 事業概要 

（１）整備予定地 

整備予定地は、最寄り駅からのアクセスは、JR 高槻駅から市バスで約 25 分、JR

摂津富田駅から市バスで約 15分の地域です。 

整備予定地の具体的な範囲は下図のとおりであり、南側は川添公園と隣接してい

ます。（仮称）地域共生ステーションの整備と合わせて、西側の道路の整備工事

（幅員６ｍ→10ｍ）及び水路の移設工事、柳川右岸側の緑道の拡幅工事を行うこと

を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 整備予定地 
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計画地の法規制等の条件は下記のとおりです。 

 

表 法規制等の条件 

項 目 内 容 

所在地 高槻市川添一丁目18 

敷地面積 約 2.3ha 

用途地域 
第一種中高層住居専用地域 

ただし、用途地域の緩和を予定（第二種住居地域） 

防火地域 準防火地域 

容積率 200％ 

建蔽率 60％ 

高圧電線路 
茨木支線および淀川西線下における建築物・各種行為等の 

制限あり 

浸水想定（外水氾濫） 
淀川：3.0～5.0m未満 

淀川以外：0.5～3.0m未満 
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（２）整備にあたっての市の基本的な考え方と空間のコンセプト 

① 市の基本的な考え方 

あらゆる世代の人が、障がいの有無等に関わらず、地域において生きがいや希望

をもち、安心して生活を送ることができるよう、インクルーシブな地域社会をつく

る観点から整備を進めます。 

 

② 空間のコンセプト 

 

③ 導入機能 

導入機能は以下のとおりです。 

・福祉機能 ············ 人と人とのつながり合いによるセーフティネット 

 あらゆる世代や多様な主体の交流による新しい福祉 

・にぎわい創造機能 ···· 地域や様々な人が日常的に過ごせる、楽しめる 

・交流創造機能 ········ 年齢や障がいの有無等に関わらず多様な主体が集い、 

 交流できる 

・教育機能 ············ 近隣小中学校との教育連携活動、講座開設、将来の福祉 

 人材づくり 

・防災機能 ············ 災害時に避難することが難しい人に向けた防災機能 

 

  

（仮称）地域共生ステーションで過ごす人、訪れる人、すべての人が 

 

・安心して過ごせる空間であること  ・希望をもち、夢を育める機会があること   

・人や地域社会と関わり合いをもてること ・地域や訪れる人のために役割をもてること 
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（３）導入施設・規模 

現在想定する諸室と展開イメージは以下のとおりです。 

あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながりあって、と

もに楽しく過ごせるために必要な諸室を備えるとともに、それぞれが有機的につな

がりあうことで、様々な市民、団体、企業等の地域共生の気運を醸成していける機

能を導入します。 

表 整備施設 

 諸室 展開イメージ 規模 

屋
内
（
（
仮
称
）
地
域
共
生
セ
ン
タ
ー
） 

生活利便施設 

（人が自然と来
て、賑わいが生
まれるようなも
の） 

・カフェ・ベーカリーや物販施設等 

・障がい者等の雇用や障がい者等と利用者の交流
が生まれるものを想定 

・特に、遠隔就労等、障がい者等の雇用につなが
る工夫など、斬新なアイデアを期待（生活利便
施設に限定されない） 

250～
300 ㎡
程度 

約
4,000
㎡程度 

※共用
部分を
含む 

みんなの居場所 

・利用者が交流・休憩できるバリアフリー空間 

・フリーWi-Fi で、コワーキングスペースや自習
スペースとしても利用可 

・一部は、親子スペースとして子どもが遊具やお
もちゃで遊べる空間を設置 

400 ㎡
程度 

エントランスホ
ール 

・施設のエントランス、みんなの居場所やカフェ
などと一体的に利用できる広い空間（バリアフ
リー） 

・空間の一部はイベント実施やハンデフリーに関
する先端技術体験（自主事業）などとして利用
することを想定 

100 ㎡
程度 

ギャラリー・シ
ョップ 

・障がい者アート等を展示するギャラリーと作品
を購入できるショップ 

100～
150 ㎡
程度 

多目的スタジオ 
・パラスポーツ、軽スポーツ、イベント等が可能
なスペース及び通信機器を備えたフィットネス
兼トレーニングルームを併設 

100 ㎡
程度 

キッチンスタジ
オ ・料理教室等が可能なスペース 

80 ㎡ 
程度 

クラフトルーム 

・木工体験等が可能なスペース 

・裁縫、ミシン、DIY 工作台、工具関係、手洗い
場、ワークショップ用作業台などを設置 

80 ㎡ 
程度 

貸室（XR対応） 

・XR に対応可能な機器等（高速通信環境や超単
焦点プロジェクタ）が設置された貸室 

・災害時には移動困難者の一時的な避難場所とし
て機能 

100 ㎡
程 度 
×４室 

多 目 的 ホ ー ル
（XR対応） 

・子どもの発表会など様々なイベントもできる広
い部屋 

・XR水族館等のイベントの企画、実施 

400 ㎡ 
程度 

備蓄倉庫 ・防災機能としての備蓄 
50 ㎡ 
程度 

事務所 

・運営スタッフ用のスペース（市社会福祉協議会
スタッフのスペースを含む） 

・生活上の困りごとを相談できる窓口の運営 

80 ㎡ 
程度 
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 諸室 展開イメージ 規模 

屋
外 

インクルーシブ
広場 

・インクルーシブ遊具を設置 

・誰もが自由に過ごせる広い環境を整備 
  

屋根付きテラス 
・（仮称）地域共生センターの付帯施設 

・雨天の遊び場、イベント会場として利用 
1,000 ㎡程度 

大屋根広場 

・敷地北部など、（仮称）地域共生センターとは
離れた広場に設置 

・雨天の遊び場、イベント会場として利用 

1,000 ㎡程度 

外周園路・散策
路 

・障がい者等優先レーンを設置  

駐車場・駐輪場 
・施設利用者数算定より、約 60 台必要 

・敷地の南側エントランス付近に設置 

 

バスロータリー 
・敷地の南側、（仮称）地域共生センターエント
ランス前への設置を想定 

 

 ※XR…AR（拡張現実）、VR（仮想現実）、MR（複合現実）の総称 

 

＜施設機能を活用したソフト事業展開の例＞ 

・料理教室（キッチンスタジオ） → みんなの居場所での一日レストラン 

・コーヒー豆選別（障がい者等就労） → 地域人材による高級カフェテリアイベント 

・地域のお仕事掲示板 →生きがいボランティア（ステーションポイント獲得）→ ベーカリー利用  

・自習スペースでの学生による「〇曜日は宿題やっつけ隊、みんな宿題もって集まれ！」 

・元大工による DIY 講座 → （仮称）地域共生ステーションの本棚制作や身に付けたスキル

でボランティア活躍 

・CSWによるクラフトワークなどのミニイベントを通じた気軽にできる身近なくらしの相談 

  ※CSW…コミュニティソーシャルワーカー 

 

 

 

  

上記は、諸室の機能を有機的につながりあわせて実施される事業展開の例です。 
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（４）業務範囲と事業方式及び事業形態 

本事業の業務範囲は以下のとおりです。 

 

表 業務範囲 

業務範囲 

ア 施設整備業務 （ア）基本設計業務 

（イ）実施設計業務 

（ウ）工事監理業務 

（エ）建設業務 

（オ）許認可手続き 

（カ）備品等調達及び設置業務 

（キ）施設引渡業務 

（ク）工事に伴う近隣対策業務 

（ケ）その他施設整備上必要な業務 

イ 開館準備業務 （ア）開館準備業務 

（イ）供用開始前の広報活動業務 

（ウ）供用開始前の予約受付業務 

（エ）開館イベント支援業務 

ウ 維持管理業務 （ア）建築物保守管理業務 

（イ）建築設備保守管理業務 

（ウ）外構等保守管理業務 

（エ）清掃業務 

（オ）什器備品等保守管理業務 

（カ）警備業務 

（キ）駐車場及び駐輪場管理業務 

（ク）備蓄倉庫管理業務 

エ 運営業務 （ア）統括管理業務 

（イ）利用受付業務 

（ウ）地域共生に資するイベント等実施業務（市
民活動のコーディネートを含む） 

（エ）生活利便施設運営業務 

（オ）ギャラリー・ショップ運営業務 

（カ）自主事業（任意） 

オ その他事業実施に必要な業務  

 

※エントランスホールやみんなの居場所等で収益事業を行う場合、目的外使用許

可等を行う想定。 

※地域共生に資するイベント等実施業務のイベント業務については、以下のよう

な内容を想定。 

・地域資源を活用し、様々な市民、団体、企業等の地域共生の気運を醸成していけるイン

クルーシブなイベント等の実施。 

・自ら活動しようとする様々な主体によるイベント企画のコーディネート及び市民活動の

機会の提供。 
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事業者の業務範囲、事業方式と事業形態は以下のとおりです。 

 

表 事業者の業務範囲と事業方式及び事業形態 
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（５）事業スキーム 

現時点では、本事業の事業手法として PFI（BTO）方式を予定しています。 

なお、維持管理・運営業務については、指定管理者制度の活用を予定しています。 

参加企業には SPC の設立を義務付けることを予定しています。 

表 事業手法及び契約形態 

 PFI(BTO)方式 

事
業
ス
キ
ー
ム
の
概
要 

・設計・施工・運営を一括で性能発注する方式。 

・事業者が施設整備費の資金調達を行い、市は施設の引渡し時に一括で支払う。 

・維持管理・運営は指定管理者制度を想定し、市によるサービス購入費の支払いを想定。 

 

契
約 

・基本協定の締結：SPC 

・特定事業契約（PFI 契約）の締結：SPC 

・建物貸付契約の締結：SPC又は個別事業者 

参
加
企
業
の
構
成 

・SPC の設立を必須とし、SPC は構成企業及び必要に応じて協力企業より構成されるものとす

る。 
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（６）リスク分担（案） 

本事業の実施に当たり想定されるリスク分担については以下を予定しています。 

 

表 リスク分担表 
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（７）概算事業費 

本事業の事業費（税込）としては以下を予定しています。 

・施設整備費：およそ 40 億円 

・維持管理・運営費、その他 SPC経費等：およそ 15億円 

 

（８）事業期間 

令和 10 年度より開業し、維持管理・運営期間は 10 年（指定管理期間）を想定し

ています。 

施設整備に係るスケジュールは下記のとおり想定しています。 

 

表 事業期間 

本事業の業務内容 スケジュール 

事業契約締結 令和 7 年 9 月頃 

施設整備期間 令和 7 年 10 月頃～令和 10 年 9 月頃 

開業準備期間 令和 10 年 7 月頃～令和 10 年 9 月頃 

維持管理及び運営期間 令和 10 年 10 月頃～令和 20 年 9 月頃 

本事業の終了 令和 20 年 9 月頃 

 

（９）事業スケジュール（詳細版） 

事業の詳細スケジュールとして、水路の利用時期を踏まえ以下の２案を想定して

います。 
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表 事業スケジュール（Ａ案） 

 

表 事業スケジュール（Ｂ案） 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

基本設計業務

建築設計（基本）

造成基盤（基本/実施）

ランドスケープ設計（基本）

実施設計業務

建築設計（実施）

ランドスケープ設計（実施）

道路・水路設計（実施）

工事監理業務

建設業務

建築工事

土木工事（造成・基盤）

土木工事（ランドスケープ、雨水流出抑制施設）

水路工事 農繁期のため施工に配慮が必要

道路工事

許認可手続き

建築確認申請

開発協議（32条）

開発許可申請（29条）

開業準備

令和１１年度

PFI事業（うち施設整備部分）

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

雨水流出抑制施設工事

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

基本設計業務

建築設計（基本）

造成基盤（基本/実施）

ランドスケープ設計（基本)

実施設計業務

建築設計（実施）

ランドスケープ設計（実施）

道路・水路設計（実施）

工事監理業務

建設業務

建築工事

土木工事（造成・基盤）

土木工事（ランドスケープ、雨水流出抑制施設）

水路工事 農繁期のため施工に配慮が必要

道路工事

許認可手続き

建築確認申請

開発協議（32条）

開発許可申請（29条）

開業準備

PFI事業（うち施設整備部分）

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

事前協議

雨水流出抑制施設工事
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3. 本事業への参加資格要件 

本事業の参加資格要件としては以下を予定しています。 

（１）共通参加資格要件 

参加グループのすべての企業は、次のいずれにも該当しない者とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）個別参加資格要件 

参加グループの各企業は、入札参加資格の審査申請の日において、それぞれ次に

掲げる要件をすべて備えていることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（ア）高槻市建設工事請負業者指名停止基準又は高槻市物品売買業者指名停止基準に

基づく指名停止期間中の者。 

（イ）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する

者。又はその者を代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使

用する者。 

（ウ）建築士法（昭和 25年法律第 202 号）第 26条第 2項の規定による事務所の閉鎖

命令を受けている者。 

（エ）参加表明書受付締切日現在、国税、都道府県税、市町村税を滞納している者。 

（オ）本事業に係る実施方針の作成及びアドバイザリー業務に関与した者及びこれら

のいずれかと資本関係又は人的関係のある者。 

（カ）選定委員会の委員が属する法人又はその法人と資本関係又は人的関係のある

者。 

（キ）民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年

法律第 117号）第９条の欠格事由に該当する者。 

（ア）設計企業 

設計企業は、次の要件をすべて満たしていることとする。なお、複数の者が業

務を分担する場合は、統括する設計企業をおくものとし、統括する設計企業は以

下に示す a～e の要件のすべてを満たし、その他の設計企業は少なくともおよび b

を満たしていること。 

a.高槻市財務規則（平成 7 年高槻市規則第 13 号）第 107 条第 1 項に規定する入

札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されていること。但

し、必要書類の提出により、上記に準ずる資格があるものとみなすことがで

きるものとする。 

b.建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条第 1項又は第 3項の規定に基づく

一級建築士事務所として登録されていること。 

c.官公庁が発注した文化施設又は交流施設（類似する施設を含む）の延床面積

4,000 ㎡以上の新築工事（以下「参加資格要件工事」という。）の設計の実績

を有していること。なお、当該実績は、入札公告日から起算して過去 10 年間

に竣工したものに限る。 

d.設計企業と入札参加表明書の受付日から起算して過去 3か月以上の直接的かつ

恒常的な雇用関係がある一級建築士である管理技術者（設計業務の技術上の

管理等を行う者をいう。）を配置できること。 

e.都市計画法第 30条の規定による申請書のうち、同法第 31条に定める設計図書

の作成の実績を有していること。（作成した図書により、同法第 29条の許可を

受けたものに限る。）なお、当該実績は、入札公告日から起算して過去 10年間

に竣工したものに限る。 

（イ）建設企業 

建設企業は次の要件を全て満たすこと。なお、複数の者が業務を分担する場合

は、統括する建設企業をおくものとし、統括する建設企業は次の要件をすべて満

たし、その他の建設企業は、少なくとも次の aおよび b を満たしていること。 

a.資格者名簿に登録していること。 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b.建設業法別表第 1の上欄に掲げる建設工事の種類のうち、当該企業が実施する

工事に対応した業種（以下「対象業種」という。）について、同法に基づく特

定建設業の許可を受けていること。 

c.｢建築一式工事｣について、直近の建設業法第 27条の 23の規定する経営事項審

査の結果による総合評定値が、670点以上の者であること。 

d.官公庁が発注した文化施設又は交流施設（類似する施設を含む）の延床面積

4,000 ㎡以上の新築工事の施工の実績を有していること。なお、当該実績は、

入札公告日から起算して過去 10 年間に竣工したもので、元請負人として受注

し、かつ一つの契約によりなされたものであること。なお、JV として有する

工事実績については、以下の場合に実績として認めるものとする。 

・2社の場合、30％以上の出資比率であること 

・3社の場合、20％以上の出資比率であること 

・4社の場合、15％以上の出資比率であること 

e.次の要件をすべて満たす監理技術者を専任かつ常駐で配置できること。 

（a）一級建築施工管理技士若しくは一級建築士の資格を有する者又は建設業法

第 15 条第 2 号ハの規定による認定を受けた者であること。 

（b）建設業法第 27 条の 18 第 1 項の規定による建設工事業に係る監理技術者資

格者証を有し、建設業法第 26条第 4項に規定する監理技術者講習修了証を

有している者で、入札参加表明書の受付日から起算して過去 3 か月以上の

直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 

（ウ）工事監理企業 

工事監理企業は、次の要件をすべて満たしていること。なお、複数の者が業務

を分担する場合は、統括する工事監理企業をおくものとし、統括する工事監理企

業は以下に示す a～d の要件のすべてを満たし、その他の工事監理企業は少なくと

も aおよび bを満たしていること。 

a.資格者名簿に登録されていること。 

b.建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条第 1項又は第 3項の規定に基づく

一級建築士事務所として登録されていること。 

c.官公庁が発注した文化施設又は交流施設（類似する施設を含む）の延床面積

4,000 ㎡以上の工事監理の実績を有していること。なお、当該実績は、入札公

告日から起算して過去 10年間に竣工したものに限る。 

d.工事監理企業と、入札参加表明書の受付日から起算して過去 3か月以上の直接

的かつ恒常的な雇用関係がある一級建築士である工事監理者（建築基準法第 5

条の第 4 項の規定による工事監理者をいう。）を専任かつ常駐で配置できるこ

と。 

（エ）維持管理企業 

維持管理企業は、次の要件をすべて満たしていること。なお、複数の者が業務

を分担する場合は、統括する維持管理企業をおくものとし、統括する維持管理企

業は以下に示す a～b の要件のすべてを満たし、その他の維持管理企業は少なくと

も aを満たしていること。 

a.資格者名簿に登録されていること。 

b.延床面積 4,000㎡以上の公共施設の１年以上の維持管理の実績を有しているこ

と。なお、当該実績は、入札公告日から起算して過去 1年間に実施したものに

限る。 

（オ）運営企業 

運営企業は、次の要件をすべて満たしていること。なお、複数の者が業務を分

担する場合は、統括する運営企業をおくものとし、統括する運営企業は以下に示

す a～b の要件のすべてを満たし、その他の運営企業は少なくとも a を満たしてい

ること。 

a.資格者名簿に登録されていること。 

b.延床面積 4,000㎡以上の会議、研修、サークル活動等に利用できる貸室機能の

管理業務、及び自主事業を含む各種イベントの開催を伴う施設運営を含む公

共施設の１年以上の運営の実績を有していること。なお、当該実績は、入札

公告日から起算して過去 10 年間に実施したものに限る。 



 

17 

4. ＰＦＩ事業公募スケジュール（案） 

現時点における公募スケジュールとして以下を予定しています。 

・令和６年 10月 実施方針及び要求水準書（案）の公表 

・令和７年 １月 特定事業の選定 

・令和７年 １月  公募開始 

・令和７年 ６月 提案書の受付〆切 

・令和７年 ７月 事業者の選定 

・令和７年 ９月  事業契約締結 

 

 

以 上 


